
2024年度（令和6年度）
特殊建築物等定期調査報告

説明資料
提出の前にもう一度ご確認ください。
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１．定期報告制度の概要
定期報告制度は、建物を建てた後、それを安全に維持管理していくための制度です。

制度の概要は右の画像をクリックしてください。 外部サイト：(一財)日本建築防災協会ホームページへ

▼神戸市定期報告制度のお知らせパンフレット（抜粋）
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https://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2024/02/f88a8c3b0a1899f44b73372b3589b984.pdf


２．調査方法及び判定基準
調査方法や判定基準は、平成20年国土交通省告示第282号に示されています。

また、一般財団法人建築防災協会から

特定建築物定期調査業務基準（20２１年改訂版）が発行されています。

併せてご活用ください。詳しくは右の画像をクリックしてください。

外部サイト：(一財)日本建築防災協会ホームページへ

注意！

「軽微な」クラック・錆・浮き・塗装の剝がれ まで要是正としているケースも見られます。

調査にあたっては、「判定基準」をよく確認してください。

神戸市

（改正 令和3年国土交通省告示第126号）
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https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
https://kenbokyo.jp/book/
https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf


３．告示改正に伴う注意点
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３－１. 調査項目「警報設備」の追加

３－２. 外壁全面打診等の実施周期の明確化

３－３. 無人航空機による赤外線調査の明確化

３－４． 特定建築物の範囲が拡大（対象の変更なし）

３－５． 調査結果表4（16）判断基準の項ずれ



３．告示改正に伴う注意点
３－１.調査項目「警報設備」の追加

これまで警報設備は、消防法に基づき、設置や定期的な点検が行われてきました。

一方で建築基準法においても、法改正により警報設備を設けた場合に一部の防火・避難規定

が合理化されていることを踏まえ、2022年（令和4年）1月1日より調査の対象として追加されま
した。（令和3年2月26日国土交通省告示第126号）

調査結果表 ４ 建築物の内部 ※建築基準法に基づき設置される警報設備のみが調査対象です

神戸市

(い)調査項目 (ろ)調査方法 (は)判定基準

(36) 警報設備 警報設備の設置の状況 目視及び設計図書等により確認する。ただし6月以内に実施した消防
法(昭和23年法律第186号)第17条の３の３の規定に基づく点検(以下、
「消防法に基づく点検」という。）の記録がある場合にあっては、当
該記録により確認することで足りる。

令第110条の5の規定に適合
しないこと。

(37) 警報設備の劣化及び損傷の状況 目視により確認する。ただし6月以内に実施した消防法に基づく点検
の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

警報設備に著しい腐食、変
形、損傷等があること。
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https://www.mlit.go.jp/common/001417711.pdf


神戸市

■特殊建築物等定期調査報告において調査対象となる警報設備（消防法の規定のみにより設置されたものは対象外)

建築物の種類 警報設備を設置する場合 調査対象となる警報設備
関連する
調査項目

ア
階数が3及び延べ面積200㎡未満で、
3階が就寝系用途（病院、ホテル等）

法第27条第1項では、建築物の主要構造部を耐火構造等とすることを要求
しており、その代替措置として警報設備を設置

当該建築物全て
2(5)
4(11)
4(20)

イ 無窓居室を有する建築物
令第111条第1項では、無窓居室を区画する主要構造部を耐火構造等とする
ことを要求しており、その代替措置の一条件として自動火災報知設備を設置

無窓居室にある警報設備

+ 

当
該
建
築
物
に
あ
る
受
信
機

4(11)
4(20)

ウ 延べ面積が500㎡を超える準耐火建築物
令第112条第4項では、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすることを要求
しており、その代替措置の一条件として自動火災報知設備を設置 防火上主要な間仕切壁が

準耐火構造となっていない
部分の警報設備

4(2)

エ
学校、病院、有床診療所、児童福祉施設等、
ホテル、旅館、下宿、寄宿舎、マーケット

令第114条第2項では、防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とすることを要求
しており、その代替措置の一条件として自動火災報知設備を設置

4(15)

オ
法第27条第1項各号、第2項各号、第3項各号
のいずれかに該当する部分がある建築物

令第112条第18項では、1時間準耐火構造の壁・床又は特定防火設備で異種用途
区画することを要求しており、その代替措置の一条件として自動火災報知設備
を設置

異種用途区画が成立していない
（緩和されている）部分の警報設備

4(3)

カ
延べ面積500㎡以下で令第128条の4
第1項第一号に掲げる特殊建築物

令第128条の4第1項第一号に掲げる特殊建築物の居室には内装制限を要求して
おり、その代替措置の一条件として自動火災報知設備を設置

内装制限が緩和されている
部分の警報設備

4(16)

キ
法第21条第1項にもとづき主要構造部を
火災時倒壊防止構造とする建築物

令和元年国交告第193号第一第一号にもとづき、自動火災報知設備の設置が
要件の一つ

当該建築物全て ─

ク
法第27条第1項にもとづき主要構造部を
避難時倒壊防止構造とする建築物

令和元年国交告第255号第一第一号にもとづき、自動火災報知設備の設置が
要件の一つ

当該建築物全て ─
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３．告示改正に伴う注意点
３－２.外壁全面打診等の実施周期の明確化

外壁全面打診等について、

①竣工、②外壁改修、③前回の全面打診 等を実施した後、

１０年を超え、最初に実施する定期報告にあっては、全面打診等により確認すること

が明確化されました。 （令和４年１月18日国土交通省告示第110号）

調査結果表 ２ 建築物の外部

神戸市

(い)調査項目 (ろ)調査方法
（抜粋）

(は)判定基準

(11) 外壁
外壁仕上
材等

タイル、石貼り等（乾式工法に
よるものを除く。）モルタル等
の劣化及び損傷の状況

開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハン
マー等により確認し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等を使用し
目視により確認し、異常が認められた場合にあっては、全面打診等に
より確認する。ただし、竣工後外壁改修後又は全面打診等を実施した
後十年を超え、最初に実施する定期報告等にあっては、全面打診等に
より確認する。

外壁タイル等に剥落等があ
ること又は著しい白華、ひ
び割れ、浮きがあること。
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https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf


３．告示改正に伴う注意点
３－３.無人航空機による赤外線調査の明確化

新技術によるタイル等外壁調査の合理化を図るため、

・赤外線装置を搭載した無人航空機のうちドローンによる外壁調査 「ドローンによる赤外線調査」

が打診以外の調査方法として明確化されました。

【参考資料】

定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査 ガイドライン

赤外線装置を搭載したドローン等による外壁調査手法に係る体制整備検討委員会

2022年（令和4年）3月

神戸市9

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001474154.pdf


３．告示改正に伴う注意点
３－４.特定建築物の範囲が拡大

令和5年2月の政令改正により、令和5年4月から特定建築物の範囲が拡大されました

（事務所等が5階かつ1,000平方メートル超えから、3階かつ200平方メートル超えに拡大）。

なお、本改正に伴う報告の対象規模等に変更はありません。

神戸市10



３．告示改正に伴う注意点
３－5.調査結果表4（16）判断基準の項ずれ

令和6年3月の耐火性能検証法の改正に伴う告示改正により、

4(16)室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況 の判断基準のうち

「第128条の6第1項」の部分が「第128条の7第1項」に変更になっています。

なお、本改正による報告書様式に変更はありません。

神戸市11



４．報告書の改正箇所

2022年度（令和4年度）改正箇所

（調査結果表）

４ 建築物の内部

・警報設備の追加

・項目の追加による番号変更

神戸市12



４．報告書の改正箇所

（調査結果表）

その他確認事項

・防火設備の有無の追加

（参考）定期報告の対象となる防火設備

神戸市13

https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/teikihoukoku/setubi.html#Oshirase


５．報告書の書き方
【事前準備】

・最新様式を神戸市ホームページからダウンロードしてください。

・容易に文字が判別できる図面データをご準備ください。

・ エクセルデータ内「説明」シートを熟読のうえ、作成を始めてください。

神戸市14



５．報告書の書き方
【作成手順】

神戸市15



神戸市

手順② ４結果表

「要是正」もしくは「その他」に〇をつけた場合、M～O列に記載の内容が、
「２報告書」「４特記事項A」「６写真A」に転記されます。
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５．報告書の書き方
【記入要領】

・記入要領の赤字をよく読み、作成してください。

記入要領は右の画像をクリックするとご覧いただけます。

神戸市17

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/43643/r6kinyu.pdf


５．報告書の書き方
【記入要領】

・報告書のEXCELデータ右側にも同じ内容を記載しています。

神戸市18



６．よくある指摘事項 /改善予定の有無

・ 【ハ.改善予定の有無】

調査結果表より転記されないため、

忘れずに記入してください。

（第一面）５．調査による指摘の概要

（第三面）２.調査の状況

神戸市

（第一面）

（第三面）

19

✔

✔

✔



６．よくある指摘事項 /前回の調査

・ （第三面）

1【ロ.前回の調査】

「報告」した日（表紙の神戸市受領印の日）を記入してください。

神戸市

（第三面）

20



６．よくある指摘事項 / (飛散性)石綿建材調査・耐震調査

・ （第三面）

３石綿を添加した建築材料の調査状況【イ.該当建築材料の有無】

対象となるものは、吹付石綿および石綿含有吹付ロックウールのみです。

該当する室名を忘れずに記入してください。

４耐震診断及び耐震改修の調査状況

新耐震（S56.６．１以降）の建築物は

対象外にチェックを入れてください。

神戸市

（第三面）

21

✔
✔

✔

✔



６．よくある指摘事項 /外壁全面打診調査等

①竣工、②外壁改修、③前回の全面打診 等を実施した後、

・10年を超え、最初に実施する定期報告にあっては、

外壁全面打診等の調査を行ったうえで、定期調査報告を行ってください。

（調査時から3年以内に外壁改修等が行われることが確実である場合を除きます。）

・13年を超えているが、どうしても報告時に外壁全面打診調査のみできなかった場合、

歩行者等の安全を確保する対策を講じ、早急に外壁等全面打診等を行ってください。

神戸市22



６．よくある指摘事項 /外壁全面打診調査等

・起算時から10年を超え13年以内

・調査時から13年超え

神戸市

〇 〇

〇

例：外壁改修後10
年を超えている

例：全面打診等調
査を行う

令和●年●月

例：外壁全面打診
等調査未実施
（安全を確保する
対策実施済み）

例：外壁全面改修
を行う

早急に

（調査結果表）

調査から3年以内に確実に行ってください。

23

要是正として報告してください。
※これまでの取扱いと異なりますのでご注意ください



６．よくある指摘事項 /設備

・ （建物に関する履歴事項）

６【イ.指定建築設備】

❶❷❸いずれかが「有」の場合、

指定建築設備の定期報告(第三面)【ハ.建築設備の調査】

が必要となります。

６【ロ.防火設備】

❹が「有」の場合、

防火設備の定期報告(第三面)【ホ.防火設備の調査】

が必要となります。

神戸市

❶

❷
❸
❹

（第三面）

（建物に関する履歴事項）

❶❷❸

❹

24

報告時点で未調査の場合は、
未実施にチェックを入れてください。

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔



６．よくある指摘事項 /防火設備

・（建物に関する履歴事項）

６【ロ.防火設備】 ❹

用途が

・事務所等

・学校等

・共同住宅※

に該当するものは、有(報告対象外）です。

※サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームを除く

神戸市

❹

（建物に関する履歴事項）

✔

25



６．よくある指摘事項 /防火設備

（調査結果表）

その他確認事項

・報告対象の防火設備がある場合、

階数を忘れずに記入してください。

※神戸市のEXCEL様式では、有無は（建物に関する履歴事項）より転記されます。

※（建物に関する履歴事項）で「有（報告対象外）」にチェックを入れた場合は無に転記されます。

神戸市26

（調査結果表）

１～3✔



７．提出方法

【窓口で書類を提出】

９：３０～１１：３０ / １３：００～１５：0０ ※土日祝日を除く

（時間外の受付はできませんので、余裕をもってお越しください）

【オンラインで電子データを提出】

ホームページに掲載の手順書に従い、 申請システムの提出フォーム

にて提出してください。

神戸市

お盆休みはありません。
平日であれば、提出できます。

27



７．提出方法
【提出書類】

報告書

2部

概要書 チェックシート

1部 1部

R6より追加

神戸市

表
紙

(

第
一
面
～
第
四
面
）

報
告
書

階
別
用
途
別
面
積
表
★

建
築
物
の
履
歴
事
項

調
査
結
果
表

特
記
事
項

各
階
平
面
図

配
置
図

付
近
見
取
図

図
面
等

調
査
写
真

（
第
一
面
～
第
二
面
）

概
要
書

階
別
用
途
別
面
積
表
★
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★印の様式は必要ない場合は添付不要です



７．提出方法
【提出書類】

・窓口にて提出の場合、概要書は報告書に綴じこまず提出してください。

・図面は詳細が判別できれば、A4サイズでも構いません。

・オンライン提出の場合、不要シートを削除せずEXCELデータのまま提出してください。

（図面は別途PDFデータで）

神戸市29



≪参考資料≫ 外部サイトURL 令和６年5月末時点

■国土交通省ホームページ

「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の
判定基準並びに調査結果表を定める件（平成20 年国土交通省告示第282 号）」
（平成28年改正 国土交通省告示第703号）

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf

（令和３年改正 国土交通省告示第126号） 新旧対照表

https://www.mlit.go.jp/common/001417711.pdf

（令和4年改正 国土交通省告示第110号） 新旧対照表

https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf

（令和5年改正 国土交通省告示第207号） 新旧対照表

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001598635.pdf

（令和6年改正 国土交通省告示第273号） 新旧対照表

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001735090.pdf

「定期報告制度における外壁タイル等の調査について」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000161.html

「定期報告制度における赤外線調査（無人航空機による赤外線調査を含む）による外壁調査
ガイドライン(令和4年3月）」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001474154.pdf

■一般財団法人日本建築防災協会ホームページ

「建築物もあなたと同じ健康診断」

https://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-
content/uploads/2024/02/f88a8c3b0a1899f44b73372b3589b984.pdf

「特定建築物定期調査業務基準（20２１年改訂版）」

https://kenbokyo.jp/book/item.html?bid=85

■神戸市ホームページ

「特殊建築物等（特定建築物）定期報告制度」

https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building
/procedure/teikihoukoku/kenchiku.html

神戸市30

https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001417711.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001460896.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001598635.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001735090.pdf
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000161.html
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001474154.pdf
https://www.kenchiku-bosai.or.jp/nwcon017/wp-content/uploads/2024/02/f88a8c3b0a1899f44b73372b3589b984.pdf
https://kenbokyo.jp/book/item.html?bid=85
https://www.city.kobe.lg.jp/a92551/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/teikihoukoku/kenchiku.html

